
書

評

服
部
良
久
編
訳

『
紛
争
の
な
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
』

松
　
本

涼

て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
と
い
う
「
時
代
と
社
会
の
特
質

を
明
ら
か
に
す
る
」
（
h
頁
）
た
め
に
考
察
す
る
と
い
う
本
書
の
ス
タ
ン
ス

は
、
特
筆
に
価
し
よ
う
。

本
書
は
一
九
六
八
年
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
論
文
＝
一
篇
か
ら
な
り
、
内
容

に
よ
っ
て
四
部
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
各
部
毎
に
、
含
ま
れ
る
章

の
著
者
・
論
文
タ
イ
ト
ル
・
訳
者
・
初
出
年
を
冒
頭
に
一
括
し
て
示
し
、
そ

の
後
章
別
に
内
容
を
概
観
し
て
ゆ
く
。

評書

　
本
書
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
紛
争
・
紛
争
解
決
を
主
題
と
す
る
翻
訳
論

文
集
で
あ
る
。
訳
業
は
、
西
欧
中
・
近
世
紛
争
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
服

部
良
久
氏
と
、
氏
の
奉
職
す
る
京
都
大
学
大
学
院
文
学
概
究
科
洒
洋
史
学
研

究
室
に
所
属
す
る
若
手
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
既
成
の
論

文
集
の
翻
訳
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
を
異
に
す
る
訳
者
自
身
が
、
各
自

の
研
究
関
心
を
反
映
し
選
択
し
た
論
考
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
、
所
収
論

文
の
考
察
対
象
は
多
彩
な
地
域
に
及
ん
で
い
る
。

　
確
か
に
、
一
見
ア
ナ
ー
キ
ー
に
み
え
る
中
世
社
会
に
、
フ
ェ
ー
デ
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
慣
行
の
保
障
す
る
一
定
の
秩
序
維
持
機
能
が
存
在
し
た
と
い

う
見
解
は
、
（
少
な
く
と
も
研
究
者
レ
ベ
ル
で
は
）
昨
今
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を

得
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
結
局
、
フ
ェ
ー
デ
の
よ
う
な
、
損
な
わ
れ
た

名
誉
や
財
産
を
公
権
力
に
頼
ら
ず
圏
復
し
よ
う
と
す
る
自
力
救
済
慣
行
は
、

前
近
代
的
な
慣
習
、
い
わ
ば
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
、
中
世
に
お
け
る
固
有
の
価
値
は
看
過
さ
れ
が
ち
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
大
勢
に
鑑
み
れ
ば
、
翻
訳
論
文
集
と
い
う
形
を
取
り
な

が
ら
も
、
中
世
に
お
け
る
紛
争
と
そ
の
解
決
を
近
代
司
法
制
度
の
葡
史
と
し

　
第
一
部
「
法
と
友
愛
の
秩
序
」
は
、
紛
争
解
決
の
方
法
に
関
し
、
再
解
釈

を
促
し
た
画
期
的
論
考
三
篇
か
ら
な
る
。

　
第
一
章
　
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
L
・
チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
門
「
各
人
に
そ
の
取
り

分
を
」
　
　
一
一
一
一
三
世
紀
南
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
と
紛
争
解
決

1
」
（
図
師
宜
墨
黒
）
一
九
七
〇
年

　
第
二
章
　
ス
テ
イ
ー
ヴ
ン
・
D
・
ホ
ワ
イ
ト
「
「
合
意
は
法
に
勝
り
、
和

解
は
判
決
に
勝
る
」
1
一
一
一
世
紀
西
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
和
解
に
よ
る
紛

争
解
決
…
1
」
（
轟
木
広
太
郎
訳
）
一
九
七
八
年

　
第
三
章
　
バ
ト
リ
ッ
ク
・
ウ
ォ
…
モ
ル
ド
「
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ン
期
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
証
書
・
法
・
紛
争
解
決
」
（
中
村
敦
子
訳
）
一
九
八

六
年

　
「
「
法
」
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
か
ら
始
ま
る
第
一
章
に
お
い
て
は
、

ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
域
社
会
に
お
け
る
「
法
」
の
柔
軟
な
意
味
、
そ
し
て
、
大

半
の
紛
争
が
判
決
よ
り
も
仲
裁
と
和
解
と
い
う
当
事
者
間
の
相
互
交
渉
に
よ

っ
て
収
め
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
法
廷
の
目
的
は
「
裁
き
を

129 （927）



下
す
偏
こ
と
で
は
な
く
、
論
文
タ
イ
ト
ル
の
示
す
よ
う
に
、
紛
争
当
事
者
各

人
が
交
渉
の
末
に
取
り
分
を
手
に
し
、
合
意
に
至
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か

し
一
三
世
紀
半
ば
を
境
に
「
法
」
は
規
範
と
な
り
、
仲
裁
は
裁
判
へ
と
変
質

し
て
ゆ
く
。

　
こ
の
チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
の
問
題
提
起
は
、
続
く
第
二
章
の
ホ
ワ
イ
ト
に
継
承

さ
れ
、
そ
の
後
の
、
法
制
度
の
枠
に
囚
わ
れ
な
い
紛
争
研
究
の
基
礎
と
な
っ

た
。
ホ
ワ
イ
ト
は
、
紛
争
解
決
の
方
法
と
し
て
、
一
見
す
る
と
フ
ォ
ー
マ
ル

な
法
廷
判
決
が
優
勢
に
み
え
る
西
フ
ラ
ン
ス
の
修
道
院
文
書
か
ら
も
、
紛
争

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
仔
細
に
辿
る
こ
と
に
よ
り
、
仲
裁
・
和
解
と
い
っ
た
法

廷
外
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
交
渉
が
そ
れ
以
上
に
重
視
さ
れ
て
い
た
様
子
を

描
き
出
す
。
和
解
は
、
紛
争
を
内
包
す
る
共
同
体
内
に
社
会
的
絆
を
創
り
出

す
契
機
と
し
て
、
判
決
よ
り
も
好
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
・
第
二
章
が
近
接
地
域
に
お
い
て
共
通
の
問
題
に
取
り
組
む
の
に

対
し
、
次
の
第
三
章
は
法
制
史
の
伝
統
の
強
い
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
対
象
と
す

る
た
め
、
異
な
る
背
景
と
着
眼
点
を
持
つ
。
本
章
に
お
い
て
ウ
ォ
ー
モ
ル
ド

は
、
紛
争
解
決
の
場
に
お
け
る
文
書
利
用
に
焦
点
を
当
て
、
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
サ

ク
ソ
ン
期
の
法
慣
習
を
「
ゲ
ル
マ
ン
的
扁
、
す
な
わ
ち
口
頭
添
番
重
視
と
み

る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
制
史
の
通
説
に
挑
戦
し
た
。
ア
ン
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ン
期

の
文
字
史
料
は
ノ
ル
マ
ン
征
服
以
降
と
比
べ
相
対
的
に
少
な
い
が
、
こ
こ
で

は
例
外
的
に
情
報
の
豊
富
な
二
つ
の
紛
争
事
例
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。
そ

の
結
果
、
宣
誓
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
偽
文
書
の
捏
造
を
行
う
ほ
ど
に
書
か

れ
た
記
録
を
駆
使
し
、
自
ら
の
権
利
を
擁
護
す
る
紛
争
当
事
者
た
ち
の
姿
が

浮
か
び
上
が
る
。

次
に
、
第
二
部
「
紛
争
と
和
解
の
戦
略
」
に
お
い
て
は
、
フ
ェ
ー
デ
実
行

の
プ
ロ
セ
ス
の
分
析
か
ら
そ
の
社
会
的
意
味
を
考
察
し
、
フ
ェ
ー
デ
・
紛
争

研
究
の
射
程
の
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
四
篇
が
扱
わ
れ
る
。

　
第
四
章
　
ゲ
ル
ト
・
ア
ル
ト
ホ
ー
フ
「
紛
争
行
為
と
法
意
識
　
　
一
二
世

紀
に
お
け
る
ヴ
ェ
ル
フ
ェ
ン
家
　
　
」
（
服
部
良
久
訳
）
～
九
九
二
年

　
第
五
章
　
ポ
ー
ル
・
R
・
ハ
イ
ア
ム
ズ
「
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る

フ
ェ
ー
デ
」
（
西
岡
健
司
訳
）
一
九
九
二
年

　
第
⊥
ハ
章
　
ミ
ロ
ス
ラ
フ
・
ポ
リ
ー
フ
カ
「
帝
国
都
尉
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
と

の
フ
ェ
ー
デ
に
見
る
チ
ェ
コ
貴
族
の
自
意
識
扁
（
藤
井
真
生
訳
）
一
九
九
五

年　
第
七
章
　
ブ
リ
オ
・
ビ
ア
ン
コ
「
「
復
讐
す
る
は
我
に
あ
り
」
i
一

五
・
一
六
世
紀
ブ
リ
ウ
リ
の
フ
ェ
ー
デ
に
お
け
る
貴
族
ク
ラ
ン
と
農
村
共
同

体
」
（
高
田
良
太
訳
）
一
九
九
四
年

　
第
四
章
で
は
、
近
年
儀
礼
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
視
点
か
ら
ド

イ
ツ
中
世
政
治
史
を
読
み
解
く
こ
と
を
志
向
し
て
き
た
ア
ル
ト
ホ
ー
フ
が
、

最
有
力
貴
族
層
の
紛
争
の
な
か
で
機
能
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
行
動
ル
ー

ル
」
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
ル
ー
ル
は
国
王
を
も
含
め
た
貴
族
層
に
共
有

さ
れ
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
裁
判
・
判
決
と
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
仲
裁
・
和
解
を

相
互
補
完
的
に
結
び
つ
け
、
紛
争
の
解
決
、
新
た
な
平
和
創
出
を
導
く
基
盤

と
な
っ
て
い
た
。

　
ま
た
、
第
五
章
の
ハ
イ
ア
ム
ズ
論
文
は
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
フ
ェ
ー
デ

に
関
し
網
羅
的
に
検
討
を
加
え
て
お
り
、
第
三
章
で
扱
わ
れ
る
ア
ン
グ
ロ
ー
ー

サ
ク
ソ
ン
期
に
対
し
、
特
に
ノ
ル
マ
ン
征
服
以
降
の
フ
ェ
ー
デ
に
焦
点
を
当

　
①

て
る
。
一
二
・
一
三
世
紀
に
つ
い
て
は
従
来
、
文
書
に
残
り
や
す
い
た
め
、

王
権
に
よ
る
法
制
度
の
強
固
さ
が
想
定
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ハ
イ
ア
ム
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四書

ズ
に
よ
れ
ば
、
フ
ェ
ー
デ
及
び
仲
裁
・
和
解
へ
の
依
存
は
、
法
制
度
の
背
後

に
存
続
し
、
記
録
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
機
能
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
正

当
な
報
復
を
望
む
「
フ
ェ
ー
デ
的
な
心
性
」
は
、
中
世
後
期
に
お
い
て
も
貴

族
文
化
の
深
層
に
流
れ
続
け
て
い
た
と
い
う
。

　
第
六
章
で
検
討
さ
れ
る
都
市
－
貴
族
問
フ
ェ
ー
デ
の
顛
末
か
ら
は
、
帝
国

や
周
辺
都
市
と
の
広
域
的
な
関
係
の
な
か
で
、
自
ら
が
従
う
べ
き
も
の
と
し

て
チ
ェ
コ
王
と
チ
ェ
コ
の
ラ
ン
ト
裁
判
を
選
択
す
る
こ
と
が
、
チ
ェ
コ
貴
族

の
民
族
的
な
帰
属
意
識
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
様
が
示
さ
れ
る
。
紛
争
と

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
を
絡
め
る
こ
と
で
、
本
章
は
チ
ェ
コ
と
い
う
一

地
域
史
に
と
ど
ま
ら
な
い
示
唆
的
な
試
み
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
第
七
章
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
封
建
貴
族
と
貴
族
ク
ラ
ン
と
の

長
き
に
わ
た
る
フ
ェ
ー
デ
を
議
論
の
狙
上
に
載
せ
る
。
貴
族
家
門
の
複
合
体

を
核
と
し
な
が
ら
も
、
農
村
へ
と
勢
力
を
浸
透
さ
せ
、
浮
浪
者
や
犯
罪
者
を

も
含
む
雑
多
な
集
団
と
化
し
て
い
た
貴
族
ク
ラ
ン
は
、
｝
五
世
紀
後
半
に
は

政
治
活
動
の
手
段
と
し
て
、
一
定
の
規
制
を
伴
っ
て
ヴ
ェ
ン
デ
ッ
タ
（
報
復

行
為
）
を
実
行
し
て
い
た
。
し
か
し
一
達
の
フ
ェ
ー
デ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

と
い
え
る
｝
五
一
一
年
の
虐
殺
事
件
を
境
に
ク
ラ
ン
の
強
力
な
指
導
着
が
姿

を
消
す
と
、
ヴ
ェ
ン
デ
ッ
タ
は
指
針
を
失
い
、
際
限
な
く
続
く
殺
し
合
い
へ

と
な
り
か
わ
る
。
そ
の
後
も
ヴ
ェ
ン
デ
ッ
タ
は
貴
族
の
行
動
原
理
と
し
て
強

制
力
を
持
ち
続
け
る
が
、
私
的
な
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
合
法
的
手
段
と

い
う
機
能
的
意
味
は
薄
れ
て
ゆ
く
。
代
わ
り
に
ヴ
ェ
ン
デ
ッ
タ
を
支
え
た
の

は
、
一
六
世
紀
後
半
か
ら
広
ま
る
騎
士
道
的
規
範
、
決
闘
の
賞
賛
と
い
う
新

た
な
貴
族
理
念
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
状
況
の
変
遷
に
伴
い
報
復
行
為
の

意
義
も
変
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
興
味
・
深
い
過
程
が
み
て
と
れ
る
。

　
次
の
第
三
部
「
裁
き
赦
す
権
力
」
は
、
犯
罪
・
暴
力
に
相
対
す
る
上
級
権

力
側
の
対
応
を
論
じ
る
三
篇
か
ら
な
る
。

　
第
八
章
　
ル
ー
ス
・
J
・
マ
ク
リ
デ
ス
「
ビ
ザ
ン
ツ
に
お
け
る
殺
人
・
ア

ジ
ー
ル
・
法
」
（
橋
川
裕
之
訳
）
一
九
八
八
年

　
第
九
章
　
ク
ロ
ー
ド
・
ゴ
ヴ
ァ
ー
ル
「
恩
赦
と
死
刑
一
中
世
末
期
に
お

け
る
フ
ラ
ン
ス
国
王
裁
判
の
二
つ
の
相
貌
一
」
（
轟
木
広
太
郎
訳
）
一
九

九
五
年

　
第
十
章
・
　
マ
ル
ク
・
ボ
ー
ネ
「
「
都
市
は
滅
び
う
る
」
　
　
ブ
ル
ゴ
ー
ニ

ュ
・
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
期
（
一
四
－
一
六
世
紀
）
低
地
地
方
に
お
け
る
都
市
破

壊
の
政
治
的
動
機
i
」
（
青
谷
秀
紀
訳
）
～
九
九
七
年

　
第
八
章
は
、
殺
人
犯
に
存
し
教
会
の
提
供
す
る
ア
ジ
ー
ル
（
平
和
領
域
）

を
主
題
と
す
る
。
一
〇
世
紀
・
一
二
世
紀
の
皇
帝
立
法
、
そ
し
て
残
存
す
る

法
廷
事
例
の
記
録
か
ら
は
、
殺
人
に
対
す
る
教
会
の
態
度
の
あ
り
方
、
殺
人

犯
へ
の
影
響
力
、
さ
ら
に
は
焼
入
の
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
ま
で
が
看
取
さ

れ
る
。
そ
れ
ら
は
ロ
ー
マ
法
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ
法
治
国
家
と
い
う
典
型
的

な
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
像
と
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
法
廷
で
の
解
決
よ
り
も
自

力
救
済
が
規
範
と
さ
れ
て
い
た
社
会
状
況
を
映
し
出
す
。

　
第
九
章
に
お
い
て
は
、
中
世
宋
期
に
、
拷
問
・
身
体
刑
の
科
刑
を
象
徴
と

す
る
国
王
の
司
法
権
力
の
発
展
を
み
る
通
説
が
再
考
さ
れ
る
。
著
者
ゴ
ヴ

ァ
ー
ル
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
、
死
刑
よ
り
も
む
し
ろ
、
従
来
は
貴
族
勢
力
に

対
す
る
国
王
の
譲
歩
と
み
な
さ
れ
て
い
た
恩
赦
の
方
に
、
国
王
権
力
の
発
現

を
み
る
点
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
正
当
な
報
復
行
為
と
し
て
の
殺
入
を
、
和

解
を
必
須
条
件
と
し
て
赦
す
こ
と
に
よ
り
、
国
王
は
私
的
解
決
を
公
的
司
法

制
度
へ
と
組
み
込
も
う
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
四
・
～
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五
世
紀
に
お
い
て
も
、
自
力
救
済
か
ら
国
王
の
管
轄
す
る
司
法
へ
の
重
心
移

動
は
完
全
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
第
一
〇
章
で
は
、
中
央
権
力
と
都
市
間
の
権
力
バ
ラ
ン
ス
の
な
か
で
、
都

市
破
壊
を
正
当
化
す
る
言
説
が
分
析
さ
れ
る
。
都
市
破
壊
（
必
ず
し
も
物
理

的
破
壊
を
意
味
せ
ず
、
都
市
法
や
都
市
名
な
ど
の
「
象
徴
資
本
」
の
破
壊
を

も
含
む
）
は
単
に
反
抗
す
る
都
市
へ
の
制
裁
行
為
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
都
市

に
対
す
る
見
せ
し
め
と
し
て
も
効
果
的
に
機
能
し
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
家
に
よ

る
統
治
政
策
の
本
質
を
な
し
て
い
た
。

　
最
後
の
第
四
部
「
祈
る
人
・
戦
う
人
と
平
和
」
は
、
一
〇
世
紀
末
南
フ
ラ

ン
ス
に
端
を
発
す
る
、
教
会
会
議
と
平
和
令
を
通
じ
平
和
回
復
を
め
ざ
す

「
神
の
平
和
」
運
動
を
主
題
と
す
る
。
こ
こ
で
は
新
旧
二
つ
の
論
考
か
ら
、

「
神
の
平
和
」
研
究
の
梗
概
と
射
程
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
一
章
　
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
ビ
ー
「
俗
人
と
「
神
の
平
和
」
」
（
高
木

啓
子
訳
）
～
九
六
八
年

　
第
一
二
章
　
ハ
ン
ス
ー
ー
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ゲ
ッ
ツ
「
近
年
の
観
究
が
照
ら
し

呂
す
「
神
の
平
和
漏
運
動
」
（
宮
坂
康
寿
訳
）
二
〇
〇
一
一
年

　
「
ア
ナ
ー
ル
」
第
三
世
代
の
牽
引
役
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
デ
ユ
ビ
ー
に
よ

る
第
一
～
章
は
、
既
に
古
典
的
文
献
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
平
和
運
動
を

聖
俗
両
面
か
ら
解
釈
す
る
意
義
を
主
張
し
、
そ
の
後
の
研
究
進
展
を
促
し
た
。

デ
ユ
ビ
ー
は
二
世
紀
に
お
け
る
平
和
運
動
の
発
展
過
程
を
、
教
会
改
革
的

気
運
の
高
ま
り
と
、
身
分
・
社
会
秩
序
の
成
立
と
に
関
連
付
け
て
論
じ
る
。

詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
「
神
の
平
和
」
か
ら
「
神
の
休
戦
」
へ
、
そ
し

て
最
終
的
に
十
字
軍
へ
と
結
実
す
る
三
段
階
の
理
念
の
変
化
が
こ
こ
で
は
想

定
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
二
章
は
｝
九
九
九
年
に
開
か
れ
た
研
究
集
会
の
成
果
報
告
書
に
記
載

さ
れ
た
論
考
で
、
い
く
つ
か
の
側
面
か
ら
平
和
運
動
の
発
生
・
発
展
過
程
、

特
色
、
な
ら
び
に
研
究
史
上
の
論
点
を
整
理
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
近
年

の
研
究
は
、
総
じ
て
平
和
運
動
の
多
様
性
と
社
会
と
の
深
い
連
関
に
目
を
向

け
て
き
た
。
そ
の
上
で
著
考
ゲ
ッ
ツ
は
、
中
世
の
思
考
枠
に
沿
っ
て
平
和
運

動
を
よ
り
大
き
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
く
た
め
に
、
「
神
の
平
和
」
と
門
ラ

ン
ト
平
和
」
を
峻
別
せ
ず
ひ
と
つ
の
平
和
運
動
の
拡
大
・
発
展
過
程
と
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
と
を
、
今
後
の
重
要
な
課
題
と
し
て
提
唱
す
る
。

　
本
書
最
大
の
利
点
は
、
近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
紛
争
研
究
の
流
れ
を
、

基
礎
的
文
献
を
通
し
～
望
で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
～
九
七
〇
年
代
以
降
、

文
化
人
類
学
・
社
会
史
の
影
響
の
な
か
で
、
「
紛
争
・
紛
争
解
決
」
と
い
う

研
究
テ
ー
マ
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
広
く
関
心
を
集
め
て
き
た
。
近
年
で
は

さ
ま
ざ
ま
な
地
域
・
時
代
を
対
象
に
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
が
行
わ
れ
、
比
較

史
的
・
学
際
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
多
数
試
み
ら
れ
て
い
る
。
日
本
語
で
出
版

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
試
み
の
成
果
は
よ
く
知
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世

の
紛
争
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
合
に
は
、
扱
わ
れ
る
主
題
が
読
者
の
関
心
を

惹
き
や
す
い
よ
う
な
特
定
の
ト
ピ
ッ
ク
（
神
判
、
決
闘
等
）
に
偏
っ
て
い
た

観
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
代
以
降
の
法
精
神
と
は
相
容
れ
な
い
法
観
念
や
慣

習
の
紹
介
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
申
世
の
「
異
質
性
」
が
浮
き
彫
り
に
さ

れ
る
一
方
、
紛
争
・
紛
争
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
が
狭
い
意
味
で
の
司
法
の
場
を

離
れ
、
広
く
枇
会
の
な
か
で
持
ち
え
た
意
味
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
な

さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
照
ら
せ
ば
、
過
去
三
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評書

○
年
の
紛
争
研
究
の
進
展
を
反
映
す
る
重
要
論
考
を
収
録
し
た
本
書
に
は
、

紛
争
史
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
像
の
再

考
に
も
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

　
と
は
い
え
、
本
書
で
考
察
対
象
と
さ
れ
る
紛
争
の
担
い
手
は
主
に
中
世
社

会
の
上
層
に
限
ら
れ
て
お
り
、
本
書
中
に
散
見
さ
れ
る
法
、
裁
判
、
名
誉
、

文
書
利
用
、
記
憶
と
伝
承
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
ア
ジ
ー
ル
等
の
キ
…

ワ
ー
ド
も
、
紛
争
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
す
る
多
彩
な
要
素
の
ご
く
「
部
を
表

す
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
隈
定
は
あ
る
と
し
て
も
、
注
目
す
べ
き
は
、

多
種
多
様
な
人
間
の
行
為
と
、
そ
こ
に
宿
る
心
の
あ
り
方
を
映
し
出
す
も
の

と
し
て
「
紛
争
」
を
捉
え
よ
う
と
い
う
本
書
の
志
向
で
あ
る
。

　
評
者
は
紛
争
研
究
で
は
な
く
、
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
史
を
専
門
と
す
る
者

で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
史
は
一
九
八
○
年
代
以
降
、
そ
の

研
究
手
法
や
枠
組
み
に
対
し
、
文
化
人
類
学
的
フ
ェ
ー
デ
・
紛
争
研
究
か
ら

多
大
な
影
響
を
受
け
て
き
た
経
緯
を
持
つ
。
と
い
う
の
も
、
　
三
世
紀
中
葉

ま
で
、
農
民
層
に
よ
る
集
会
の
上
に
王
権
（
上
級
権
力
）
を
持
た
な
か
っ
た

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
は
、
ま
さ
に
フ
ェ
ー
デ
（
血
盟
）
が
秩
序
維
持
機
能
の
根

幹
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
書
　
二
六
頁
で
も
言
及
さ
れ
る
よ

う
に
、
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
史
の
主
要
な
「
史
料
」
と
な
る
「
サ
ガ
」
（
古

北
欧
語
で
書
か
れ
た
散
文
物
語
）
は
、
「
紛
争
の
文
学
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど

農
民
間
の
紛
争
・
復
讐
の
状
況
描
写
に
固
執
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
世

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
場
合
、
歴
史
研
究
は
も
と
よ
り
、
単
に
「
サ
ガ
」
と
い
う

文
学
を
理
解
し
よ
う
と
志
す
者
で
す
ら
、
紛
争
・
紛
争
解
決
プ
ロ
セ
ス
の
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

つ
社
会
的
意
味
を
多
少
な
り
と
も
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
本
書
の
志
向
に
共
感
を
示
す
と
と
も
に
、
い
く

つ
か
の
提
言
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
第
三
章
で
扱
わ
れ
る
ア

ン
グ
ロ
ー
ー
サ
ク
ソ
ン
法
と
同
様
に
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
中
世
法
も
ま
た
古
ゲ
ル

マ
ン
の
慣
習
を
保
存
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
ア
イ
ス
ラ
ン

ド
法
の
研
究
史
に
お
い
て
も
、
形
式
主
義
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
ゲ
ル
マ
ン

的
特
徴
へ
の
先
入
観
が
、
法
実
践
の
実
態
を
曲
解
さ
せ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。

し
か
し
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に
は
、
紛
争
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
い
き
い
き
と
語
る
、

大
最
の
サ
ガ
が
あ
っ
た
。
サ
ガ
の
史
料
性
が
見
直
さ
れ
る
に
つ
れ
、
法
規
定

か
ら
は
読
み
取
り
に
く
い
裁
判
・
仲
裁
・
和
解
の
多
様
な
あ
り
方
、
つ
ま
り
、

裁
き
罰
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
い
、
柔
軟
な
「
法
と
友
愛

の
秩
序
」
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
方
法
論
上
の
闘
難
は
大
き

い
が
、
文
学
史
料
の
持
つ
利
用
価
値
に
つ
い
て
も
、
今
後
さ
ら
な
る
検
討
が

望
ま
れ
る
。

　
ま
た
、
紛
争
・
フ
ェ
ー
デ
の
構
造
理
解
に
神
益
す
る
も
の
と
し
て
サ
ガ
が

注
目
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
行
き
詰
ま
り
を
み
せ
て
い
た
法
史
野
寺
心
の
中

世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
国
黒
髪
は
、
多
様
な
権
力
関
係
を
内
包
す
る
新
た
な
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

像
を
描
き
出
す
契
機
を
得
た
。
そ
の
点
で
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
史
は
、
紛
争
研
究

が
地
域
や
時
代
の
境
界
を
越
え
て
、
新
た
な
視
点
を
提
供
し
、
各
国
史
・
地

域
史
を
活
性
化
さ
せ
た
例
と
も
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
側
面
は
、
多
か
れ
少

な
か
れ
本
書
の
論
文
全
て
に
み
ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
、
第
四
章
で
ア
ル
ト

ホ
ー
フ
の
描
く
、
中
徴
ド
イ
ツ
政
治
史
の
一
局
面
は
顕
著
な
例
と
い
え
よ
う
。

と
は
い
え
、
紛
争
研
究
の
な
か
に
は
、
そ
の
汎
用
性
の
高
さ
ゆ
え
に
、
個
々

の
対
象
の
多
様
性
を
看
過
し
、
単
純
な
モ
デ
ル
の
適
用
に
と
ど
ま
る
ケ
…
ス

も
多
々
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
歴
史
研
究
者
に
は
、
対
象

と
な
る
社
会
の
特
性
や
時
代
状
況
、
そ
し
て
先
行
研
究
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を

踏
ま
え
た
上
で
、
紛
争
・
フ
ェ
！
デ
研
究
と
い
う
視
角
の
有
効
性
を
量
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
広
範
な
影
響
範
囲
を
持
つ
紛
争
研
究

の
成
果
と
可
能
性
と
を
、
明
確
に
黒
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一

方
で
、
本
書
申
に
は
確
か
に
、
画
期
的
論
考
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
既
に
通
説

と
な
っ
て
久
し
い
、
も
し
く
は
そ
の
後
の
研
究
の
加
速
に
よ
っ
て
踏
破
さ
れ

て
い
る
部
分
も
多
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
か
ら
紛
争
研
究
を
志
す
初
学
者
や
、

西
洋
中
世
の
紛
争
に
興
味
を
持
つ
専
門
外
の
諸
氏
に
対
し
、
具
体
的
な
イ

メ
ー
ジ
や
、
よ
り
深
い
考
察
に
踏
む
込
む
た
め
の
糸
口
を
提
供
す
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。

　
た
だ
し
、
本
書
の
専
門
性
の
高
さ
は
否
応
な
く
、
読
者
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

世
史
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を
前
提
と
し
て
要
求
す
る
。
ま
た
、
考
察
範

闘
の
拡
大
に
伴
い
細
分
化
の
進
む
紛
争
研
究
を
反
映
し
、
多
彩
な
テ
ー
マ
、

地
域
に
論
が
及
ぶ
反
面
、
一
部
を
除
き
各
章
相
互
の
関
連
性
が
見
出
し
に
く

い
こ
と
も
、
通
読
を
困
難
に
す
る
一
因
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
第
一
章
・

第
二
章
は
同
じ
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
領
域
を
対
象
と
し
、
仲
裁
・
和
解
と
い
う

問
題
関
心
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
論
旨
の
繋
が
り
が
み
え
や
す
い
。

そ
れ
に
比
べ
第
三
章
は
、
紛
争
解
決
の
方
法
に
着
目
す
る
と
い
う
点
で
は
共

通
性
を
保
ち
つ
つ
も
、
フ
ラ
ン
ス
と
は
か
な
り
事
情
の
異
な
る
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
を
舞
台
と
し
、
さ
ら
に
文
書
利
用
と
い
う
二
塁
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い

る
た
め
、
「
法
と
友
愛
の
秩
序
」
と
い
う
括
り
に
は
違
和
感
が
伴
う
。
他
の

部
分
に
つ
い
て
も
、
「
神
の
平
和
」
研
究
の
進
展
を
示
す
第
四
部
の
二
篇
を

除
け
ば
、
副
章
相
互
の
比
較
・
位
置
付
け
は
難
し
い
。
全
体
と
し
て
、
紛
争

研
究
へ
の
高
い
関
心
と
、
あ
る
程
度
の
予
備
知
識
を
備
え
た
人
間
に
と
っ
て

非
常
に
重
宝
す
る
一
方
、
紛
争
研
究
の
現
在
だ
け
で
な
く
、
中
世
社
会
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
も
読
み
取
り
う
る
本
書
の
問
口
が
狭
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る

こ
と
は
残
念
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
本
書
が
今
後
日
本
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
社
会
を
読

み
解
く
た
め
の
基
本
文
献
の
ひ
と
つ
と
な
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
う
し
た

上
で
今
後
に
期
待
さ
れ
る
の
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
紛
争
と
紛
争
解
決
、

そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
社
会
像
に
対
す
る
、
日
本
人
研
究
者
と
し
て
の
視

点
の
提
示
で
あ
ろ
う
。
裁
判
員
制
度
を
め
ぐ
る
状
況
も
示
唆
す
る
よ
う
に
、

権
利
の
た
め
の
闘
争
と
社
会
の
共
有
物
と
し
て
の
法
に
自
覚
的
な
欧
米
に
お

け
る
「
裁
判
」
へ
の
態
度
と
、
法
の
管
理
実
践
を
専
門
家
に
任
せ
る
こ
と
を

選
ん
だ
現
代
B
本
の
そ
れ
と
に
は
、
明
ら
か
な
差
異
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴

史
の
な
か
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
の
差
異
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
自

力
救
済
は
、
申
世
社
会
に
偏
在
す
る
他
の
要
素
と
の
複
雑
な
相
互
作
用
の
な

か
で
こ
そ
、
必
要
と
さ
れ
た
方
法
で
あ
る
。
加
え
て
、
本
書
か
ら
も
看
取
さ

れ
る
よ
う
に
、
状
況
に
応
じ
千
差
万
別
に
姿
を
変
え
う
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

人
の
裁
き
方
を
、
特
殊
な
社
会
条
件
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
付
い
た
も
の
と

し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
中
世
史
の
枠
を
超
え
、
現
代
の
司
法
を
相
対
化
し
て

視
る
こ
と
に
も
繋
が
る
。
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、
日
本
と
い
う
立
場
か
ら
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
量
と
い
う
固
有
の
状
況
下
で
紛
争
・
紛
争
解
決
が
い
か
に
実

践
さ
れ
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
社
会
を
い
か
に
形
づ
く
っ
て
い
っ
た
の
か
を
知

る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
。
本
書
は
そ
の
試
み
に
、
確
実
に
新
た
な
一
歩

を
刻
ん
だ
の
で
あ
る
。

①
　
な
お
、
一
二
六
頁
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
フ
ェ
ー
デ
」
の
原
語
の
闘
題
に
つ
い

　
て
は
、
ハ
イ
ア
ム
ズ
は
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
史
家
バ
イ
ヨ
ッ
ク
か
ら
の
北
欧
語
に

　
関
す
る
助
雷
を
挙
げ
て
い
る
が
（
注
一
八
）
、
W
・
1
・
ミ
ラ
ー
が
研
究
史
上
の

　
用
語
の
混
乱
も
含
め
解
説
し
て
い
る
。
≦
’
り
ζ
厳
㊦
5
b
口
§
ミ
幕
旨
頓
偽
、
ミ
譜
ミ
馬
－

　
§
寒
註
喚
宰
§
い
ト
矯
β
§
蹴
き
§
電
§
寒
寄
肉
ぎ
長
○
窯
舞
α
q
P
一
8
ρ
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憲
．
回
訓
㌣
一
。
。
一
．
第
二
章
執
筆
者
ホ
ワ
イ
ト
の
同
僚
で
あ
る
ミ
ラ
…
は
、
ホ
ワ
イ
ト

　
の
フ
ェ
…
デ
研
究
の
影
響
を
強
く
受
け
、
「
サ
ガ
」
を
史
料
と
し
ア
イ
ス
ラ
ン
ド

　
の
血
讐
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
網
羅
的
に
分
析
し
た
。

②
ち
な
み
に
ω
＜
Φ
鼠
こ
聾
。
げ
ω
ω
。
戸
．
汐
δ
舘
く
竃
玉
総
鐵
a
露
量
費
鷺
ω
■
α
匡
．
響

　
寒
ω
①
（
ら
㊤
。
。
y
甑
ω
．
刈
－
臨
で
は
、
【
二
世
紀
後
半
以
降
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
に

　
伝
え
ら
れ
た
平
和
運
動
の
一
端
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
聖
俗
の
分
化
が
明
確
で
は

　
な
く
復
讐
の
理
念
も
根
強
い
｝
三
世
紀
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で
は
、
盤
日
の
休
戦
や
ア

　
ジ
ー
ル
の
浸
透
は
、
少
な
く
と
も
一
二
六
二
年
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
へ
の
臣
従
以
前

　
に
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

③
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
研
究
史
に
関
し
て
は
、
小
澤
実
・
松
本
涼
・
成
川
岳
大
・

　
中
丸
禎
子
「
〈
特
集
〉
中
世
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
史
学
の
新
展
開
」
『
北
欧
史
研
究
㎞
二

　
四
、
二
〇
〇
七
年
、
～
五
　
一
二
一
二
頁
を
参
照
。
特
に
紛
争
研
究
と
の
関
連
に

　
つ
い
て
は
、
小
澤
氏
に
よ
る
「
序
」
中
、
「
一
二
．
「
自
由
国
」
か
ら
「
人
類
学
の

　
島
扁
へ
」
一
五
四
－
六
頁
。

④
国
白
墨
の
蓄
積
と
紛
争
研
究
の
成
果
を
統
合
す
る
と
い
う
課
題
に
、
最
も
明
確

　
な
態
度
で
取
り
組
ん
で
き
た
の
は
、
現
オ
ス
ロ
大
学
助
教
授
の
ヨ
ー
ン
・
ヴ
ィ
ザ

　
ル
・
シ
グ
ル
ズ
ソ
ン
で
あ
ろ
う
。
代
表
的
著
作
と
し
て
、
』
9
≦
曾
呪
ω
黄
信
＆

　
鴇
o
P
Ω
諏
暮
註
防
ミ
ミ
ミ
§
、
蟻
、
N
、
隷
詩
ミ
篭
ミ
h
9
℃
ミ
N
§
竃
ミ
ミ
○
号
霧
P

　
一
④
Φ
O
．

　
　
　
（
A
5
判
　
…
…
÷
三
七
二
頁
　
二
〇
〇
六
年
七
月
　
京
都
大
学
学
術
娼
版
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
税
込
⊥
企
二
〇
〇
円
）

　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）

評書

（933）！30r


